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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】軽減税率制度によるメリットを店舗の顧客に容
易に実感させることを可能にする売上データ処理装置を
提供する。
【解決手段】電子キャッシュレジスタ１は、商品または
サービスの売り上げ登録を受け付け、売り上げ登録を受
け付けた商品またはサービスに対して所定の税率に基づ
いた税金額または税込価格を導出して出力する。売り上
げ登録を受け付けた商品またはサービスが軽減税率が適
用される商品であった場合には、この商品またはサービ
スに軽減税率が適用された場合の税金額または税込価格
と該商品または該サービスに軽減税率とは異なる標準税
率が適用された場合の税金額または税込価格との差額を
導出して出力する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品またはサービスの売り上げ登録を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに対して所定の税率
に基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金額または税込価格を出力する
出力手段と、を備え、
　前記出力手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが
第１の税率が適用される商品またはサービスであった場合には、該商品または該サービス
に前記第１の税率が適用された場合の税金額または税込価格と該商品または該サービスに
前記第１の税率とは異なる第２の税率が適用された場合の税金額または税込価格との差額
を導出するとともに、該導出した差額を前記第２の税率が適用される場合の条件情報とと
もに出力することを特徴とする売上データ処理装置。
【請求項２】
　前記出力手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに
対するレシートを発行するレシート発行手段であり、
　前記レシート発行手段は、前記差額とともに前記第２の税率が適用される場合の条件情
報が記載されたレシートを発行することを特徴とする請求項１に記載の売上データ処理装
置。
【請求項３】
　前記レシート発行手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサ
ービスに対する売上金額、支払金額及び釣り銭金額よりも後に前記差額及び前記条件情報
が記載されたレシートを発行することを特徴とする請求項２に記載の売上データ処理装置
。
【請求項４】
　前記レシート発行手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサ
ービスに対する売上金額、支払金額及び釣り銭金額が記載された明細領域と前記差額及び
前記条件情報が記載された差額記載領域との間に、領域の区分を示す境界情報が記載され
たレシートを発行することを特徴とする請求項２または３に記載の売上データ処理装置。
【請求項５】
　前記出力手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが
前記第２の税率が適用される商品またはサービスであった場合には、前記差額を導出する
とともに、該導出した差額を前記第１の税率が適用される場合の条件情報とともに出力す
ることを特徴とする請求項１から４のうち何れか１項に記載の売上データ処理装置。
【請求項６】
　前記出力手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが
前記第１の税率が適用される商品またはサービスであった場合には前記差額を減額情報と
して出力し、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが前記第
２の税率が適用される商品またはサービスであった場合には前記差額を増額情報として出
力することを特徴とする請求項５に記載の売上データ処理装置。
【請求項７】
　前記レシート発行手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサ
ービスが前記第２の税率が適用される商品またはサービスであった場合には、前記差額の
ない旨が記載されたレシートを発行することを特徴とする請求項２から４のうち何れか１
項に記載の売上データ処理装置。
【請求項８】
　商品またはサービスの売り上げ登録を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに対して所定の税率
に基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金額または税込価格を出力する
出力手段と、を備え、
　前記出力手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが
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所定の法律で例外的な税率が適用される商品またはサービスであった場合には、該商品ま
たは該サービスに前記例外的な税率が適用された場合の税金額または税込価格と該商品ま
たは該サービスに前記所定の法律における原則的な税率が適用された場合の税金額または
税込価格との差額を導出するとともに、該導出した差額を前記原則的な税率が適用された
場合の条件情報とともに出力することを特徴とする売上データ処理装置。
【請求項９】
　商品またはサービスの売り上げ登録を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップで売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに対して所定の税率
に基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金額または税込価格を出力する
出力ステップと、を有し、
　前記出力ステップは、前記受付ステップで売り上げ登録を受け付けた商品またはサービ
スが第１の税率が適用される商品またはサービスであった場合には、該商品または該サー
ビスに前記第１の税率が適用された場合の税金額または税込価格と該商品または該サービ
スに前記第１の税率とは異なる第２の税率が適用された場合の税金額または税込価格との
差額を導出するとともに、該導出した差額を前記第２の税率が適用される場合の条件情報
とともに出力することを特徴とする売上データ処理方法。
【請求項１０】
　商品またはサービスの売り上げ登録を受け付ける受付手順、
　前記受付手順にて売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに対して所定の税率に
基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金額または税込価格を出力する出
力手順、をコンピュータに実行させるための売上データ処理プログラムであって、
　前記出力手順は、前記受付手順にて売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが第
１の税率が適用される商品またはサービスであった場合には、該商品または該サービスに
前記第１の税率が適用された場合の税金額または税込価格と該商品または該サービスに前
記第１の税率とは異なる第２の税率が適用された場合の税金額または税込価格との差額を
導出するとともに、該導出した差額を前記第２の税率が適用される場合の条件情報ととも
に出力する、ことを特徴とする売上データ処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、売上データ処理装置および売上データ処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　２０１５年度税制改正関連法は、平成２７年３月３１日の参議院本会議にて可決され、
成立した。この法律により、消費税率１０％への引き上げが、平成２９年４月に実施され
る。この消費税率の１０％引上げに伴う低所得者対策として、軽減税率制度が併せて導入
される。
【０００３】
　このたび導入される軽減税率制度は、低所得者に影響の大きい一部の商品について、消
費税率を８％に据え置く制度である。軽減税率制度の対象品目は、飲食料品の譲渡と、週
２回以上発行される新聞の購読料である。ただし、飲食料品の譲渡のうち、飲食店営業等
を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供は、軽減税率制度
の対象品目から除外されている。つまり、飲食料品の譲渡のうち外食にあたるものは、標
準税率が適用される。
【０００４】
　具体的にいうと、外食にあたらず軽減税率が適用される例には、牛丼屋やハンバーガ店
のテイクアウト、そば屋の出前、ピザ屋の宅配、屋台での軽食、寿司やのお土産、コンビ
ニの弁当や惣菜などが列挙されている。また外食にあたり標準税率が適用される例には、
牛丼屋やハンバーガ店やそば屋やピザ屋や寿司屋の店内飲食、フードコートでの軽食、コ
ンビニのイートインコーナでの飲食を前提に提供される飲食料品、ケータリングや出張料
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理などが列挙されている。
【０００５】
　軽減税率制度にて食事の提供は、食品衛生法上の飲食店営業等の事業者がその場で飲食
させるための設備を設置した場所で行うものならば、外食として分類される。また、相手
方の注文に応じて指定された場所で調理等を行うことも、ここでは外食に分類される。
【０００６】
　このような複数の税率に対応する発明には、例えば特許文献１に記載の発明がある。特
許文献１の要約書の解決手段には、「ＥＣＲ１では、課税対象商品を複数含むパック商品
に対して、１回の商品登録処理により、予めＴＡＸテーブル設定メモリ５４に設定された
税額計算方法に従って、各課税対象商品の税額を計算し、その各課税対象商品毎に課税額
をレシートに印字可能とした。」と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－２５６９３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし特許文献１に記載の発明では、軽減税率制度による標準税率との差額分は、顧客
が暗算等で算出しなければならなかった。
　例えば、標準税率の品目を内税として２２００円で登録し、軽減税率の品目を内税とし
て２１６０円で登録した場合、そのうち軽減税率制度による標準税率との差額分は、４０
円である。しかし、これはレシートの表示から直接に読み取ることはできなかった。よっ
て、各顧客は、軽減税率制度のメリットを容易に実感できなかった。
　そこで、本発明は、売上データ処理装置および売上データ処理プログラムについて、軽
減税率制度によるメリットを店舗の顧客に容易に実感させることを可能とすることを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る売上データ処理装置は、商品またはサービスの
売り上げ登録を受け付ける受付手段と、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商
品またはサービスに対して所定の税率に基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出
した税金額または税込価格を出力する出力手段と、を備え、前記出力手段は、前記受付手
段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが第１の税率が適用される商品ま
たはサービスであった場合には、該商品または該サービスに前記第１の税率が適用された
場合の税金額または税込価格と該商品または該サービスに前記第１の税率とは異なる第２
の税率が適用された場合の税金額または税込価格との差額を導出するとともに、該導出し
た差額を前記第２の税率が適用される場合の条件情報とともに出力することを特徴とする
。
　また、本発明に係る他の態様の売上データ処理装置は、商品またはサービスの売り上げ
登録を受け付ける受付手段と、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品または
サービスに対して所定の税率に基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金
額または税込価格を出力する出力手段と、を備え、前記出力手段は、前記受付手段により
売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが所定の法律で例外的な税率が適用される
商品またはサービスであった場合には、該商品または該サービスに前記例外的な税率が適
用された場合の税金額または税込価格と該商品または該サービスに前記所定の法律におけ
る原則的な税率が適用された場合の税金額または税込価格との差額を導出するとともに、
該導出した差額を前記原則的な税率が適用された場合の条件情報とともに出力することを
特徴とする。
　また、本発明に係る売上データ処理方法は、商品またはサービスの売り上げ登録を受け
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付ける受付ステップと、前記受付ステップで売り上げ登録を受け付けた商品またはサービ
スに対して所定の税率に基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金額また
は税込価格を出力する出力ステップと、を有し、前記出力ステップは、前記受付ステップ
で売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが第１の税率が適用される商品またはサ
ービスであった場合には、該商品または該サービスに前記第１の税率が適用された場合の
税金額または税込価格と該商品または該サービスに前記第１の税率とは異なる第２の税率
が適用された場合の税金額または税込価格との差額を導出するとともに、該導出した差額
を前記第２の税率が適用される場合の条件情報とともに出力することを特徴とする。
　また、本発明に係る売上データ処理プログラムは、商品またはサービスの売り上げ登録
を受け付ける受付手順、前記受付手順にて売り上げ登録を受け付けた商品またはサービス
に対して所定の税率に基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金額または
税込価格を出力する出力手順、をコンピュータに実行させるための売上データ処理プログ
ラムであって、前記出力手順は、前記受付手順にて売り上げ登録を受け付けた商品または
サービスが第１の税率が適用される商品またはサービスであった場合には、該商品または
該サービスに前記第１の税率が適用された場合の税金額または税込価格と該商品または該
サービスに前記第１の税率とは異なる第２の税率が適用された場合の税金額または税込価
格との差額を導出するとともに、該導出した差額を前記第２の税率が適用される場合の条
件情報とともに出力する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、軽減税率制度によるメリットを店舗の顧客に容易に実感させることが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態における電子キャッシュレジスタの外観図である。
【図２】電子キャッシュレジスタの構成を示すブロック図である。
【図３】部門テーブルを説明する図である。
【図４】ＰＬＵファイルを説明する図である。
【図５】電子キャッシュレジスタの入力部を示す図である。
【図６】商品登録処理を示すフローチャートである。
【図７】内税方式のときの会計の例を示す図である。
【図８】内税方式のときのレシートの例を示す図である。
【図９】内税方式のときのレシートの例を示す図である。
【図１０】外税方式のときの会計の例を示す図である。
【図１１】外税方式のときのレシートの例を示す図である。
【図１２】ＰＬＵによる会計の例を示す図である。
【図１３】ＰＬＵによるレシートの例を示す図である。
【図１４】第２の実施形態における電子キャッシュレジスタの外観図である。
【図１５】電子キャッシュレジスタの構成を示すブロック図である。
【図１６】ＰＬＵテーブルを説明する図である。
【図１７】商品登録処理を示すフローチャートである。
【図１８】客用表示部が３行表示が可能な場合において、内税でりんご２個とみかんとを
商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図１９】客用表示部が多数行表示が可能な場合において、内税でりんご２個とみかんと
を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図２０】客用表示部が１行のみ表示可能な場合において、内税でりんご２個とみかんと
を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図２１】内税でりんご２個とみかんとを商品登録した際のレシートを示す図である。
【図２２】客用表示部が３行表示が可能な場合において、内税でりんご２個と歯ブラシと
を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
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【図２３】客用表示部が多数行表示が可能な場合において、内税でりんご２個と歯ブラシ
とを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図２４】客用表示部が１行のみ表示可能な場合において、内税でりんご２個と歯ブラシ
とを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図２５】内税でりんご２個と歯ブラシとを商品登録した際のレシートを示す図である。
【図２６】客用表示部が３行表示が可能な場合において、内税で歯ブラシを商品登録した
際の操作と表示とを示す図である。
【図２７】客用表示部が多数行表示が可能な場合において、内税で歯ブラシを商品登録し
た際の操作と表示とを示す図である。
【図２８】客用表示部が１行のみ表示可能な場合において、内税で歯ブラシを商品登録し
た際の操作と表示とを示す図である。
【図２９】内税で歯ブラシを商品登録した際のレシートを示す図である。
【図３０】客用表示部が多数行表示が可能な場合において、外税でりんご２個とみかんと
を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図３１】外税でりんごとみかんとを商品登録した際のレシートを示す図である。
【図３２】客用表示部が多数行表示が可能な場合において、外税でりんご２個と歯ブラシ
とを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図３３】外税でりんご２個と歯ブラシとを商品登録した際のレシートを示す図である。
【図３４】客用表示部が多数行表示が可能な場合において、外税で歯ブラシを商品登録し
た際の操作と表示とを示す図である。
【図３５】外税で歯ブラシを商品登録した際のレシートを示す図である。
【図３６】客用表示部が３行表示が可能な場合において、内税かつお持ち帰りの牛丼を商
品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図３７】客用表示部が多数行表示が可能な場合において、内税かつお持ち帰りの牛丼を
商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図３８】客用表示部が１行のみ表示可能な場合において、内税かつお持ち帰りの牛丼を
商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図３９】内税かつお持ち帰りの牛丼を商品登録した際のレシートを示す図である。
【図４０】客用表示部が３行表示が可能な場合において、内税かつ店内飲食した牛丼を商
品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図４１】客用表示部が多数行表示が可能な場合において、内税かつ店内飲食した牛丼を
商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図４２】客用表示部が１行のみ表示可能な場合において、内税かつ店内飲食した牛丼を
商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図４３】内税かつ店内飲食した牛丼を商品登録した際のレシートを示す図である。
【図４４】客用表示部が多数行表示が可能な場合において、外税かつお持ち帰りの牛丼を
商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図４５】外税かつお持ち帰りの牛丼を商品登録した際のレシートを示す図である。
【図４６】客用表示部が多数行表示が可能な場合において、外税かつ店内飲食した牛丼を
商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
【図４７】外税かつ店内飲食した牛丼を商品登録した際のレシートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以降、本発明を実施するための形態を、各図を参照して詳細に説明する。
　図１（ａ），（ｂ）は、第１の実施形態における電子キャッシュレジスタ１の外観図で
ある。
　電子キャッシュレジスタ１は、ドロア１７の上に筐体が設けられた小店舗向けのコンパ
クトタイプである。なお、本発明は、この電子キャッシュレジスタ１に限定されず、バー
コードスキャナ機能を搭載した高機能なＰＯＳ（Point Of Sales）端末に適用してもよい
。
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【００１３】
　図１（ａ）は、筐体を斜め前方から見たときの外観図である。
　この電子キャッシュレジスタ１は、筐体上面に設けられた入力部１８および表示部１４
と、筐体の後側に設けられた客用表示部１５（隠面にあり）と、筐体左側に設けられた印
刷部１６を含んで構成される。なお、ドロア１７は、電子キャッシュレジスタ１の筐体と
分離して配置可能である。
【００１４】
　図１（ｂ）は、筐体を斜め後方から見たときの外観図である。
　電子キャッシュレジスタ１の筐体の後側には、客用表示部１５が設けられている。店舗
の顧客は、電子キャッシュレジスタ１を介して店員と正対する際に、この客用表示部１５
を容易に視認することができる。
　電子キャッシュレジスタ１のオペレータは、入力部１８を介して商品の単価と部門とを
入力し、小計を表示させたのちに預り金を入力することで、商品を登録することができる
。この商品の登録時に、電子キャッシュレジスタ１は、ドロア１７を引き出して、預り金
を入金させる。
【００１５】
　図２は、電子キャッシュレジスタ１の構成を示すブロック図である。
　図２において、電子キャッシュレジスタ１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１
１、ＲＡＭ（Random Access Memory）１２、ＲＯＭ（Read Only Memory）１３、表示部１
４、客用表示部１５、印刷部１６、ドロア１７、入力部１８、記憶部１９によって構成さ
れており、各部はバスによって接続されている。
【００１６】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１３や記憶部１９に記憶されている電子キャッシュレジスタ１に
対応する各種アプリケーションプログラムの中から指定されたアプリケーションプログラ
ムと、入力部１８から入力される各種指示とをＲＡＭ１２内のワークメモリに展開する。
ＣＰＵ１１は更に、この入力指示及び入力データに応じてワークメモリに展開したアプリ
ケーションプログラムに従って各種処理を実行し、その処理結果をＲＡＭ１２内のワーク
メモリに格納するとともに、表示部１４と客用表示部１５に表示する。そしてＣＰＵ１１
は、ワークメモリに格納した処理結果を入力部１８から指示される記憶部１９内の保存先
に保存する。
【００１７】
　また、ＣＰＵ１１は、後記する商品登録処理（図５参照）において、入力部１８から入
力される指示内容を解析し、指示内容がいずれかの部門コードであれば、記憶部１９に格
納された部門テーブル１９１を検索し、該当する部門の商品を登録し、この商品の税額な
どを計算する。そして、ＣＰＵ１１は、全体処理において、入力部１８から入力される指
示内容を解析し、指示内容が締めの場合は締め処理を実行し、あるいは他の指示内容に応
じた処理を実行する。
【００１８】
　入力部１８は、部門キー、現／預キー、クリアキー等を含む各種機能キー及び数字入力
キー等を備えたキーボードを備え、キーボードで押下された押下信号をＣＰＵ１１に出力
する。入力部１８は、商品またはサービスの売り上げ登録を受け付ける受付手段として機
能する。入力部１８の構成については、後記する図５で詳細に説明する。
　なお、入力部１８は、キーボードに限らず、入力指示ができるものであればどのような
ものでもよい。例えば入力部１８は、タッチパネル（タッチスクリーン）のように入力ペ
ンや指先等により指示された座標を感知し、電磁誘電方式、磁気歪式、感圧式等の座標読
み取り原理で指示された位置座標を検出するようにしてもよい。この場合、入力部１８は
、検出された位置座標を位置信号とし、ＣＰＵ１１に出力する。
【００１９】
　表示部１４と客用表示部１５は、液晶ディスプレイまたは有機ＥＬディスプレイ等によ
り構成され、漢字・ひらがな・カタカナ表示に対応している。電子キャッシュレジスタ１
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は、ＣＰＵ１１から入力される表示データに基づく信号を生成して、表示部１４と客用表
示部１５に各種表示を行う。
　印刷部１６は、例えば熱転写プリンタであり、レシート情報をロールペーパ（レシート
用紙）に印字して出力する。この印刷部１６は、ＣＰＵ１１の指示により、商品またはサ
ービスの価格および税率に基づき、軽減税率の適用商品または適用サービスの税金額と、
前記適用商品または前記適用サービスに標準税率が適用された場合の税金額との差額をレ
シートに出力する。
　ドロア１７は、現金を収納する部位であり、オペレータが電子キャッシュレジスタ１を
操作することにより引き出すことができる。
【００２０】
　記憶部１９は磁気的、光学的記憶媒体、若しくは半導体メモリなどの書き換え可能な記
憶媒体で構成されている。この記憶部１９は、部門テーブル１９１とＰＬＵ（Price Look
 Up）ファイル１９２の他、システムプログラム及び当該システムに対応する各種アプリ
ケーションプログラム、これらプログラムによって処理されたデータ等を記憶する。部門
テーブル１９１は、後記する図３で詳細に説明する。ＰＬＵファイル１９２は、後記する
図４で詳細に説明する。
　ＣＰＵ１１は、部門テーブル１９１やＰＬＵファイル１９２を参照して、売り上げ登録
を受け付けた商品またはサービスに対して所定の税率に基づいた税金額または税込価格を
導出し、導出した税金額または税込価格を表示部１４や客用表示部１５や印刷部１６に出
力する出力手段として機能する。
【００２１】
　また、この記憶部１９に記憶するプログラム、データ等は、その一部若しくは全部をサ
ーバやクライアント等の他の機器からネットワーク回線等の伝送媒体を介して受信して記
憶する構成にしてもよい。更に記憶部１９は、ネットワーク上に構築されたサーバの記録
媒体であってもよい。更に、各プログラムは、ネットワーク回線等の伝送媒体を介してサ
ーバやクライアントへ伝送してこれらの機器にインストールするように構成してもよい。
【００２２】
　図３は、部門テーブル１９１を説明する図である。
　この部門テーブル１９１は、部門コード欄、部門名欄、計算方法欄、税率欄を含んで構
成される。これにより、各部門キーと税の計算方法との対応を示している。
　部門１は、１０％の標準税率が適用される品目について、内税方式の金額を入力する場
合の部門である。ここで内税方式とは、商品金額に消費税が含まれているものを販売する
方式のことをいう。ユーザが部門１キーを選択すると、部門名欄の「部門０１」が表示部
１４に表示されると共に、計算方法欄に記載の「内税」かつ税率欄に記載の１０％の税率
で税額や税込価格が計算される。
　部門２は、８％の軽減税率が適用される品目について、内税方式の金額を入力する場合
の部門である。ユーザが部門２キーを選択すると、部門名欄の「部門０２」が表示部１４
に表示されると共に、計算方法欄に記載の「内税」かつ税率欄に記載の８％の税率で税額
や税込価格が計算される。
　部門３は、１０％の標準税率が適用される品目について、外税方式の金額を入力する場
合の部門である。ここで外税方式とは、商品金額に消費税が含まれていないものを販売す
る方式のことをいう。ユーザが部門３キーを選択すると、部門名欄の「部門０３」が表示
部１４に表示されると共に、計算方法欄に記載の「外税」かつ税率欄に記載の１０％の税
率で税額や税込価格が計算される。
　部門４は、８％の軽減税率が適用される品目について、外税方式の金額を入力する場合
の部門である。ユーザが部門４キーを選択すると、部門名欄の「部門０４」が表示部１４
に表示されると共に、計算方法欄に記載の「外税」かつ税率欄に記載の８％の税率で税額
や税込価格が計算される。
【００２３】
　図４は、ＰＬＵファイル１９２を説明する図である。
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　このＰＬＵファイル１９２は、ＰＬＵ番号欄、商品名欄、単価欄、計算方法欄、税率欄
を含んで構成される。これにより、ＰＬＵ番号と商品・単価・計算方法・税率との対応を
示すことができる。
　ＰＬＵ番号欄は、その商品に係る商品コードが格納される。商品名欄には、その商品に
係る商品名が格納される。単価欄には、その商品に適用される税の計算方法での単価が格
納される。計算方法欄には、その商品に適用される税額の計算方法が格納される。例えば
、計算方法欄に「内税（標準税率）」または「内税（軽減税率）」が格納されていたとき
、単価欄には税込単価が格納される。計算方法欄に「外税（標準税率）」または「外税（
軽減税率）」が格納されていたとき、単価欄には税抜単価が格納される。税率欄には、そ
の商品に対応する税率がパーセント単位で格納される。
【００２４】
　図５は、電子キャッシュレジスタ１の入力部１８の構成を示す図である。
　入力部１８は、７行６列のマトリックス状に配置されたキー群を含み、これらキー群は
凡そ４つに区分されている。商品登録に用いられるキーは、主に左下の区分と右下の区分
に配置されている。ここでは、キー群のうち左下の区分と右下の区分とを説明し、左上の
区分と右上の区分の説明を一部省略する。
【００２５】
　左下の区分に属する「Ｃ」（クリア）キーは、オペレータが入力を誤ったときに用いら
れる。「×／日時」キーは、乗算登録に用いられると共に、時刻や日付を表示するときに
用いられる。「万円」キーは、１万円札を預かったときに用いられる。
　「９」～「０」，「００」，「・」などの数字キーは、数値の入力に用いられる。
【００２６】
　右下の区分に属する「部門１」キーから「部門５」キーは、オペレータが商品を登録す
る際に用いられる。「小計」キーは、登録金額の合計（中間合計）を見るときに用いられ
る。「現／預」キーは、登録の完了および預り金のときに用いられる。
【００２７】
　この他、「入金」キーは、入金時に用いられる。「出金」キーは、出金時に用いられる
とともに、電子ジャーナルレポート発行時にも用いられる。「－」キーは、値引時に用い
られ、「％」キーは割引時に用いられる。「信」（信用売り）キーは、クレジットカード
の売上げ時に用いられ、「券」（券売り）キーは商品券での売上時に用いられる。「＃／
替」キーは、番号印字または両替時に用いられる。「ＰＬＵ」キーは、商品をＰＬＵ番号
で指定する際に用いられる。
【００２８】
　図６は、商品登録処理を示すフローチャートである。
　電子キャッシュレジスタ１のＣＰＵ１１は、顧客との取引ごとに、ステップＳ１０～Ｓ
２３の処理を繰り返す。このときの表示部１４と客用表示部１５の表示例を、後記する図
７と図８とに示す。またオペレータが商品を登録する毎に、ＣＰＵ１１はステップＳ１０
～Ｓ１７の処理を繰り返す。
　ＣＰＵ１１は、入力部１８のうち、いずれのキーが入力されたかを判断する（ステップ
Ｓ１０）。
【００２９】
　ステップＳ１０にてＣＰＵ１１は、入力部１８のうち数字キーが押下されたならば、表
示部１４や客用表示部１５の数字を更新して（ステップＳ１１）、ステップＳ１０の処理
に戻る。
　ステップＳ１０にて「×」キーが押下されたならば、ＣＰＵ１１は、表示部１４や客用
表示部１５の数字を商品数量として決定するステップＳ１２に進み、ステップＳ１０の処
理に戻る。具体的にいうと、オペレータが商品数量を入力する際には、数字キーで商品数
量を入力したのち「×」キーを押下するとよい。
【００３０】
　ステップＳ１０にて「部門１」キーが押下されたならば、ＣＰＵ１１は、表示部１４や
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客用表示部１５の数字を標準税率かつ内税方式として決定するステップＳ１３に進み、「
部門２」キーが押下されたならば、表示部１４や客用表示部１５の数字を軽減税率かつ内
税方式として決定するステップＳ１４に進み、ステップＳ１０の処理に戻る。
　具体的にいうと、オペレータが数字キーで商品価格を入力したのち「部門１」キーを押
下すると、内税方式で標準税率の商品の価格が入力される。また、オペレータが数字キー
で商品価格を入力したのち「部門２」キーを押下すると、内税方式で軽減税率の商品の価
格が入力される。
【００３１】
　ステップＳ１０にてＣＰＵ１１は、「部門３」キーが押下されたならば、表示部１４や
客用表示部１５の数字を標準税率かつ外税方式として決定し（ステップＳ１５）、「部門
４」キーが押下されたならば、表示部１４や客用表示部１５の数字を軽減税率かつ外税方
式として決定して（ステップＳ１６）、ステップＳ１０の処理に戻る。
　具体的にいうと、オペレータが外税方式で標準税率の商品の価格を入力する際には、数
字キーで商品価格を入力したのち「部門３」キーを押下するとよい。また、オペレータが
外税方式で軽減税率の商品の価格を入力する際には、数字キーで商品価格を入力したのち
「部門４」キーを押下するとよい。
　ステップＳ１０にて「ＰＬＵ」キーが押下されたならば、ＣＰＵ１１は、表示部１４や
客用表示部１５の数字をＰＬＵ番号として、商品と単価と税率と計算方法を決定するステ
ップＳ１７に進み、その後、ステップＳ１０の処理に戻る。具体的にいうと、オペレータ
がＰＬＵ番号によって商品を指定する際には、数字キーでＰＬＵ番号を入力したのち「Ｐ
ＬＵ」キーを押下するとよい。
【００３２】
　ステップＳ１０にてＣＰＵ１１は、「小計」キーが押下されたならば、小計と差額とを
算出する（ステップＳ１８）。ここで差額とは、標準税額と軽減税額との差額のことであ
る。つまりＣＰＵ１１は、売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが軽減税率（第
１の税率）が適用される商品であった場合には、この商品またはこのサービスに軽減税率
が適用された場合の税金額または税込価格と、この商品またはこのサービスに標準税率（
第２の税率）が適用された場合の税金額または税込価格との差額を導出する。つまりＣＰ
Ｕ１１は、売り上げ登録を受け付けた商品が軽減税率（第１の税率）が適用される商品で
あった場合には、この商品に軽減税率が適用された場合の税金額と、この商品に標準税率
（第２の税率）が適用された場合の税金額との差額を導出するとともに、この導出した差
額を表示部１４や客用表示部１５に出力する。
　ＣＰＵ１１は、表示部１４や客用表示部１５に、小計と差額とを交互に表示しつつ（ス
テップＳ１９）、入力部１８のうち、いずれのキーが入力されたかを判断する（ステップ
Ｓ２０）。ＣＰＵ１１は、数字キーが押下されたならば、表示部１４や客用表示部１５の
数字を更新して（ステップＳ２１）、ステップＳ２０の処理に戻る。
　ステップＳ２０にてＣＰＵ１１は、「現／預」キーが押下されたならば、お釣りを計算
して表示し（ステップＳ２２）、印刷部１６にレシートを印字させ（ステップＳ２３）、
図６の処理を終了する。このときのレシートの印刷例を、後記する図８、図９、図１１に
示す。
【００３３】
　図７（ａ）～（ｅ）は、内税方式のときの会計の表示例を示す図である。これら図７（
ａ）～（ｅ）の表示例は、オペレータが、標準税率が適用される２２００円の品目と、軽
減税率が適用される１０８０円の品目とを入力し、小計を表示させた後に４０００円の預
り金を受領したときの例である。
　図７（ａ）は、オペレータが「２」、「２」、「０」、「０」、「部門１」を順次押下
したときの表示部１４と客用表示部１５の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「部門０１」と「標準税率」が表示され、２行目には金額「
２，２００」が表示される。客用表示部１５には、金額「２，２００」が表示される。
【００３４】
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　図７（ｂ）は、オペレータが「１」、「０」、「８」、「０」、「部門２」を順次押下
したときの表示部１４と客用表示部１５の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「部門０２」と「軽減税率」が表示され、２行目には金額「
１，０８０」が表示される。客用表示部１５には、金額「１，０８０」が表示される。
【００３５】
　図７（ｃ）は、オペレータが「小計」を押下したときの表示部１４と客用表示部１５の
第１の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「小計」と「軽減後」が表示され、２行目には金額「３，２
８０」が表示される。客用表示部１５には、金額「３，２８０」が表示される。
【００３６】
　図７（ｄ）は、オペレータが「小計」を押下したときの表示部１４と客用表示部１５の
第２の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「差額」が表示され、２行目には差額「２０」が表示される
。客用表示部１５には、「差額」と差額「２０」とが表示される。
　この第１の表示例と第２の表示例とが交互に表示されるので、店舗の顧客は、小計と差
額とを容易に知ることができる。
【００３７】
　図７（ｅ）は、オペレータが「４」、「０」、「０」、「０」、「現／預」を順次押下
したときの表示部１４と客用表示部１５の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「お釣り」が表示され、２行目にはお釣り金額「７２０」が
表示される。客用表示部１５には、お釣り金額「７２０」が表示される。これによりオペ
レータは、お釣りが７２０円であることを容易に視認可能である。
【００３８】
　図８（ａ）は、内税方式のときのレシートの第１印字例を示す図である。
　レシート２ａは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、複数の品目欄２３ａ
，２３ｂ、合計欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６が印字されて構成される。
　タイトル欄２１は、「御計算書」と印字され、日時欄２２には会計の日時が印字される
。その下側には、部門と金額、「内税１０％」と消費税の金額とを含む品目欄２３ａ，２
３ｂが印字される。更に合計欄２４には、合計金額の「￥３，２８０」が印字される。こ
の合計金額とは、軽減後の金額である。
　お預り金欄２５には、顧客からお預りした金額「￥４，０００」が印字され、お釣欄２
６には、顧客に返却するお釣りの金額「￥７２０」が印字される。
【００３９】
　レシート２ａには更に、軽減前欄２７、差額欄２８が印字されている。
　軽減前欄２７には、全ての品目を標準税率とした軽減前の金額「￥３，３００」が印字
される。差額欄２８には、軽減前の金額と軽減後の金額との差額である「￥２０」が印字
される。これにより、この店舗の顧客は、軽減税制度により幾らのメリットを得たかを容
易に把握可能である。
【００４０】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、差額欄２８が印字された差額
記載領域が印字される。更に明細領域と差額記載領域との間には、領域の区分を示す境界
情報が印字される。これにより、差額欄２８が付加的な情報であることを示すことができ
ると共に、ユーザは、容易に差額欄２８を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【００４１】
　図８（ｂ）は、内税方式のときのレシートの第２印字例を示す図である。
　レシート２ｂは、第１例に示したレシート２ａと同様に、ロールペーパ上にタイトル欄
２１、日時欄２２、複数の品目欄２３ａ，２３ｂ、合計欄２４、お預り金欄２５、お釣欄
２６、差額欄２８が印字されて構成されており、軽減前欄２７が印字されていない。この
レシート２ｂの差額欄２８によっても、この店舗の顧客は、軽減税制度により幾らのメリ
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ットを得たかを容易に把握可能である。
【００４２】
　図９は、内税方式のときのレシートの他の例を示す図である。
　レシート２ｃは、第１例に示したレシート２ａと同様に、ロールペーパ上にタイトル欄
２１、日時欄２２、複数の品目欄２３ａ，２３ｂ、合計欄２４、お預り金欄２５、お釣欄
２６、軽減前欄２７、差額欄２８が印字されて構成されており、更に軽減後欄２９が印字
されている。このレシート２ｃの差額欄２８によっても、この店舗の顧客は、軽減税制度
により幾らのメリットを得たかを容易に把握可能であり、更に軽減前欄２７と軽減後欄２
９により、軽減税制度の有無による金額の大小を容易に把握可能である。
【００４３】
　以下の図１０と図１１により、外税方式のときの変形例を説明する。外税方式であって
も、上記した内税方式と同様に、この店舗の顧客は、軽減税制度により幾らのメリットを
得たかを容易に把握可能である。
　図１０（ａ）～（ｅ）は、外税方式のときの会計の例を示す図である。これら図１０（
ａ）～（ｅ）の表示例は、オペレータが標準税率が適用される２０００円の品目と、軽減
税率が適用される１０００円の品目とを入力し、小計を表示させた後に４０００円の預り
金を受領したときの例である。
　図１０（ａ）は、オペレータが「２」、「０」、「０」、「０」、「部門３」を順次押
下したときの表示部１４と客用表示部１５の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「部門０３」と「標準税率」が表示され、２行目には金額「
２，０００」が表示される。客用表示部１５には、金額「２，０００」が表示される。
【００４４】
　図１０（ｂ）は、オペレータが「１」、「０」、「０」、「０」、「部門４」を順次押
下したときの表示部１４と客用表示部１５の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「部門０４」と「軽減税率」が表示され、２行目には金額「
１，０００」が表示される。客用表示部１５には、金額「１，０００」が表示される。
【００４５】
　図１０（ｃ）は、オペレータが「小計」を押下したときの表示部１４と客用表示部１５
の第１の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「小計」と「軽減後」が表示され、２行目には金額「３，２
８０」が表示される。客用表示部１５には、金額「３，２８０」が表示される。
【００４６】
　図１０（ｄ）は、オペレータが「小計」を押下したときの表示部１４と客用表示部１５
の第２の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「差額」が表示され、２行目には差額「２０」が表示される
。客用表示部１５には、「差額」と差額「２０」とが表示される。
　この第１の表示例と第２の表示例とが交互に表示されるので、店舗の顧客は、小計と差
額とを容易に知ることができる。
【００４７】
　図１０（ｅ）は、オペレータが「４」、「０」、「０」、「０」、「現／預」を順次押
下したときの表示部１４と客用表示部１５の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「お釣り」が表示され、２行目にはお釣り金額「７２０」が
表示される。客用表示部１５には、お釣り金額「７２０」が表示される。これによりオペ
レータは、お釣りが７２０円であることを容易に視認可能である。
【００４８】
　図１１は、外税方式のときのレシートの印字例を示す図である。
　レシート２ｄは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、複数の品目欄２３ｃ
，２３ｄ、合計欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６が印字されて構成される。
　タイトル欄２１は、「御計算書」と印字され、日時欄２２には会計の日時が印字される
。その下側には、部門と金額、消費税の種類と金額とを含む品目欄２３ｃ，２３ｄが印字
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される。更に合計欄２４には、合計金額の「￥３，２８０」が印字される。この合計金額
とは、軽減後の金額である。
　お預り金欄２５には、顧客からお預りした金額「￥４，０００」が印字され、お釣欄２
６には、顧客に返却するお釣りの金額「￥７２０」が印字される。
【００４９】
　レシート２ｄには更に、軽減前欄２７、軽減後欄２９、差額欄２８が印字されている。
　軽減前欄２７には、全ての品目を標準税率とした軽減前の金額「￥３，３００」が印字
される。軽減後欄２９には、合計金額が印字される。差額欄２８には、軽減前の金額と軽
減後の金額との差額である「￥２０」が印字される。これにより、この店舗の顧客は、軽
減税制度により幾らのメリットを得たかを容易に把握可能である。
【００５０】
　図１２（ａ）～（ｅ）は、内税方式のときのＰＬＵによる会計の例を示す図である。こ
れら図１２（ａ）～（ｅ）例は、オペレータが軽減税率に対応した品目「りんご」を入力
し、標準税率に対応した２点の品目「歯ブラシ」を入力し、「小計」キーを複数回押下し
たときの例である。
　図１２（ａ）は、オペレータが「１」、「０」、「０」、「ＰＬＵ」を順次押下したと
きの表示部１４と客用表示部１５の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、商品名「りんご」と「軽減税率」が表示され、２行目には金
額「１０８」が表示される。客用表示部１５には、金額「１０８」が表示される。
【００５１】
　図１２（ｂ）は、オペレータが「２」、「×」、「３」、「０」、「０」、「ＰＬＵ」
を順次押下したときの表示部１４と客用表示部１５の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、商品名「歯ブラシ」と「標準税率２点」が表示され、２行目
には金額「３３０」が表示される。客用表示部１５には、金額「３３０」が表示される。
【００５２】
　図１２（ｃ）は、オペレータが「小計」を最初に押下したときの表示部１４と客用表示
部１５の第１の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「小計」と「３点」が表示され、２行目には小計金額「４３
８」が表示される。客用表示部１５には、「３点」と小計金額「４３８」が表示される。
【００５３】
　図１２（ｄ）は、オペレータが「小計」を２回目に押下したときの表示部１４と客用表
示部１５の第２の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「小計」と「標準税率２点」が表示され、２行目には標準税
率の小計金額「３３０」が表示される。客用表示部１５には、「１０％２点」と標準税率
の小計金額「３３０」とが表示される。
【００５４】
　図１２（ｅ）は、オペレータが「小計」を３回目に押下したときの表示部１４と客用表
示部１５の第３の表示例を示している。
　表示部１４の１行目には、「小計」と「軽減税率１点」が表示され、２行目には軽減税
率の小計金額「１０８」が表示される。客用表示部１５には、「８％１点」と軽減税率の
小計金額「１０８」とが表示される。
　このように、軽減税率の適用商品に係る小計金額と、標準税率の適用商品に係る小計金
額とを切り替えて表示することで、顧客および店員は、これらの小計金額を容易に把握す
ることができる。
【００５５】
　図１３は、ＰＬＵ番号で入力した場合のレシートの例を示す図である。
　レシート２ｚは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄２３ｅ，２３
ｆ、合計欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減前欄２７、軽減後欄２９、差額欄２
８が印字されて構成されている。品目欄２３ｅには、商品名「歯ブラシ」が２点で３３０
円であることと、内税１０％が適用されており、税額は３０円であることが印字されてい



(14) JP 2018-200713 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

る。品目欄２３ｆには、商品名「りんご」が１０８円であることと、内税８％が適用され
ており、税額は８円であることが印字されている。このように、ＰＬＵ番号を入力するこ
とにより、レシート上に商品名を印字することができる。
　このレシート２ｚの差額欄２８によっても、この店舗の顧客は、軽減税制度により幾ら
のメリットを得たかを容易に把握可能であり、更に軽減前欄２７と軽減後欄２９により、
軽減税制度の有無による金額の大小を容易に把握可能である。
【００５６】
　図１４（ａ），（ｂ）は、第２の実施形態における電子キャッシュレジスタ３の外観図
である。この電子キャッシュレジスタ３は、小・中規模店舗向けのコンパクトタイプであ
り、タッチパネルディスプレイによって操作可能である。
　図１４（ａ）は、筐体の斜め前方から見たときの外観図である。
　この電子キャッシュレジスタ３は、入力部と表示部とを兼ねたタッチパネルディスプレ
イ３４と、筐体の後側に設けられた客用表示部３５（隠面にあり）と、筐体左側に設けら
れた印刷部３６とを含んで構成される。なお、ドロアは、電子キャッシュレジスタ３の筐
体と分離して配置される。
【００５７】
　図１４（ｂ）は、筐体の斜め後方から見たときの外観図である。
　電子キャッシュレジスタ３の筐体の後側には、客用表示部３５が設けられている。店舗
の顧客は、電子キャッシュレジスタ３を介して店員と正対する際に、この客用表示部３５
を容易に視認することができる。
　電子キャッシュレジスタ３のオペレータは、タッチパネルディスプレイ３４を介して商
品の個数とＰＬＵ（Price Look Up）とを入力し、小計を表示させたのちに預り金を入力
することで、商品を登録することができる。この商品の登録時に、電子キャッシュレジス
タ３は、不図示のドロアを引き出して、預り金を入金させる。なお、商品の登録はＰＬＵ
の入力に限定されず、バーコードリーダによって商品情報を読み込ませたり、各商品に対
応するボタンをタッチパネルディスプレイ３４に表示してもよい。
【００５８】
　図１５は、電子キャッシュレジスタ３の構成を示すブロック図である。
　図１５において、電子キャッシュレジスタ３は、ＣＰＵ３１、ＲＡＭ３２、ＲＯＭ３３
、タッチパネルディスプレイ３４、客用表示部３５、印刷部３６、外部インタフェース３
７、入力部３８、記憶部３９によって構成されており、各部はバスによって接続されてい
る。
【００５９】
　ＣＰＵ３１は、ＲＯＭ３３や記憶部３９に記憶されている電子キャッシュレジスタ３に
対応する各種アプリケーションプログラムの中から指定されたアプリケーションプログラ
ムと、タッチパネルディスプレイ３４や入力部３８から入力される各種指示とをＲＡＭ３
２内のワークメモリに展開する。ＣＰＵ３１は更に、この入力指示及び入力データに応じ
てワークメモリに展開したアプリケーションプログラムに従って各種処理を実行し、その
処理結果をＲＡＭ３２内のワークメモリに格納するとともに、タッチパネルディスプレイ
３４と客用表示部３５に表示する。そして、ワークメモリに格納した処理結果をタッチパ
ネルディスプレイ３４や入力部３８から指示される記憶部１９内の保存先に保存する。
【００６０】
　また、ＣＰＵ３１は、後記する商品登録処理（図１７参照）において、タッチパネルデ
ィスプレイ３４から入力される指示内容を解析し、指示内容がＰＬＵの指定であれば、記
憶部１９に格納されたＰＬＵファイル３９１を検索し、該当するＰＬＵに係る商品を登録
し、この商品の税額などを計算する。そして、ＣＰＵ３１は、全体処理において、タッチ
パネルディスプレイ３４から入力される指示内容を解析し、指示内容が締めの場合は締め
処理を実行し、あるいは他の指示内容に応じた処理を実行する。
【００６１】
　入力部３８は、例えば電源スイッチやリセットスイッチなどであり、これらスイッチが
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押下された押下信号をＣＰＵ３１に出力する。
　タッチパネルディスプレイ３４は、液晶ディスプレイなどの表示装置の表面に、透明な
タッチパネルが積層されたものであり、表示機能と入力機能とを兼ね備えている。このタ
ッチパネル（タッチスクリーン）は入力ペンや指先等により指示された座標を感知し、電
磁誘電方式、磁気歪式、感圧式等の座標読み取り原理で指示された位置座標を検出して、
ＣＰＵ３１に出力する。ＣＰＵ３１は、タッチパネルディスプレイ３４を構成する表示装
置に各種キーなどを表示し、これらキーの表示領域がタップされたことをタッチパネルで
検知する。これにより、ＣＰＵ３１は、数字キーや「ＰＬＵ」キー、「小計」キーなどの
機能を具現化して、商品またはサービスの売り上げ登録を受け付ける。また、ＣＰＵ３１
は、売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに対して所定の税率に基づいた税金額
または税込価格を導出して、この税金額または税込価格をタッチパネルディスプレイ３４
上に出力する。
　タッチパネルディスプレイ３４上に具現化される「×」キーは、乗算登録に用いられる
と共に、時刻や日付を表示するときに用いられる。「９」～「０」，「００」，「・」な
どの数字キーは、数値の入力に用いられる。「小計」キーは、登録金額の合計（中間合計
）を見るときに用いられる。「現／預」キーは、登録の完了および預り金のときに用いら
れる。「ＰＬＵ」キーは、商品をＰＬＵ番号で指定する際に用いられる。
【００６２】
　客用表示部３５は、液晶ディスプレイまたは有機ＥＬディスプレイ等により構成され、
漢字・ひらがな・カタカナ表示に対応している。ＣＰＵ３１は、売り上げ登録を受け付け
た商品またはサービスに対して所定の税率に基づいた税金額または税込価格を導出して、
この税金額または税込価格を客用表示部３５上に出力する。
　印刷部３６は、例えば熱転写プリンタであり、レシート情報をロールペーパ（レシート
用紙）に印字して出力する。この印刷部３６は、ＣＰＵ３１の指示により、商品またはサ
ービスの価格および税率に基づき、軽減税率の適用商品または適用サービスの税金額と、
前記適用商品または前記適用サービスに標準税率が適用された場合の税金額との差額をレ
シートに出力する。
　外部インタフェース３７は、例えばドロア４１やバーコードスキャナ４２等を接続する
ためのものである。
　ドロア４１は、現金を収納する部位であり、オペレータが電子キャッシュレジスタ３を
操作することにより引き出すことができる。バーコードスキャナ４２は、オペレータの操
作によって商品のバーコードを読み取る部位である。
【００６３】
　記憶部３９は磁気的、光学的記憶媒体、若しくは半導体メモリなどの書き換え可能な記
憶媒体で構成されている。この記憶部３９は、ＰＬＵファイル３９１の他、システムプロ
グラム及び当該システムに対応する各種アプリケーションプログラム、これらプログラム
によって処理されたデータ等を記憶する。ＰＬＵファイル３９１は、後記する図１６で詳
細に説明する。
　ＣＰＵ３１は、ＰＬＵファイル３９１を参照して各商品または各サービスに軽減税率と
標準税率のいずれが適用されるかを決定する。
【００６４】
　また、この記憶部３９に記憶するプログラム、データ等は、その一部若しくは全部をサ
ーバやクライアント等の他の機器からネットワーク回線等の伝送媒体を介して受信して記
憶する構成にしてもよい。更に記憶部３９は、ネットワーク上に構築されたサーバの記録
媒体であってもよい。更に、各プログラムは、ネットワーク回線等の伝送媒体を介してサ
ーバやクライアントへ伝送してこれらの機器にインストールするように構成してもよい。
【００６５】
　図１６は、ＰＬＵファイル３９１を説明する図である。
　このＰＬＵファイル３９１は、第１の実施形態のＰＬＵファイル１９２（図４参照）と
同様に、ＰＬＵ番号欄、商品名欄、単価欄、計算方法欄、税率欄を含んで構成される。こ
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れにより、ＰＬＵ番号と商品・単価・計算方法・税率との対応を示すことができる。
　ＰＬＵ番号欄は、その商品に係る商品コードが格納される。商品名欄には、その商品に
係る商品名が格納される。単価欄には、その商品に適用される税の計算方法での単価が格
納される。計算方法欄には、その商品に適用される税額の計算方法が格納される。例えば
、計算方法欄に「内税（標準税率）」または「内税（軽減税率）」が格納されていたとき
、単価欄には税込単価が格納される。計算方法欄に「外税（標準税率）」または「外税（
軽減税率）」が格納されていたとき、単価欄には税抜単価が格納される。税率欄には、そ
の商品に対応する税率がパーセント単位で格納される。
【００６６】
　図１７は、商品登録処理を示すフローチャートである。
　電子キャッシュレジスタ３のＣＰＵ３１は、顧客との取引ごとに、ステップＳ３０～Ｓ
３９の処理を繰り返す。また、オペレータが商品を登録する毎に、ＣＰＵ３１はステップ
Ｓ３０～Ｓ３３の処理を繰り返す。
　ＣＰＵ３１は、タッチパネルディスプレイ３４に表示されたキーのうち、いずれのキー
が入力されたかを判断する（ステップＳ３０）。
【００６７】
　ステップＳ３０にてＣＰＵ３１は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キーがタッ
プされたならば、タッチパネルディスプレイ３４や客用表示部３５の数字を更新して（ス
テップＳ３１）、ステップＳ３０の処理に戻る。
　ステップＳ３０にてタッチパネルディスプレイ３４上の「×」キーがタップされたなら
ば、ＣＰＵ１１は、タッチパネルディスプレイ３４や客用表示部３５の数字を商品数量と
して決定するステップＳ３２に進み、ステップＳ３０の処理に戻る。具体的にいうと、オ
ペレータが商品数量を入力する際には、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キーをタ
ップして商品数量を入力したのち「×」キーをタップするとよい。
【００６８】
　ステップＳ３０にてタッチパネルディスプレイ３４上の「ＰＬＵ」キーがタップされた
ならば、ＣＰＵ３１は、タッチパネルディスプレイ３４や客用表示部３５の数字をＰＬＵ
番号として、商品と単価と税率とを決定するステップＳ３３に進み、その後、ステップＳ
３０の処理に戻る。具体的にいうと、オペレータがＰＬＵ番号によって商品を指定する際
には、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キーでＰＬＵ番号を入力したのち「ＰＬＵ
」キーをタップするとよい。
【００６９】
　ステップＳ３０にてＣＰＵ３１は、タッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キーが
タップされたならば、小計と差額とを算出する（ステップＳ３４）。ここで差額とは、標
準税額と軽減税額との差額のことである。ＣＰＵ３１は、タッチパネルディスプレイ３４
や客用表示部１５に、小計と差額とを表示する（ステップＳ３５）。つまりＣＰＵ３１は
、売り上げ登録を受け付けた商品が軽減税率（第１の税率）が適用される商品であった場
合には、この商品に軽減税率が適用された場合の税金額と、この商品に標準税率（第２の
税率）が適用された場合の税金額との差額を導出するとともに、この導出した差額をタッ
チパネルディスプレイ３４や客用表示部３５に出力する。
【００７０】
　更にＣＰＵ３１は、売り上げ登録を受け付けた商品が軽減税率（第１の税率）が適用さ
れる商品であった場合には、この差額を減額情報として出力し、売り上げ登録を受け付け
た商品が標準税率（第２の税率）が適用される商品であった場合には、この差額を増額情
報としてタッチパネルディスプレイ３４や客用表示部１５に出力する。
　ＣＰＵ１１は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キーがタップされたならば（ス
テップＳ３６）、タッチパネルディスプレイ３４や客用表示部１５の数字を更新して（ス
テップＳ３７）、ステップＳ３６の処理に戻る。
　ステップＳ３６にてＣＰＵ１１は、タッチパネルディスプレイ３４上の「現／預」キー
がタップされたならば、お釣りを計算して表示し（ステップＳ３８）、印刷部３６にレシ
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ートを印字させ（ステップＳ３９）、図１７の処理を終了する。
【００７１】
　図１８（ａ）～（ｅ）は、客用表示部３５が３行表示が可能な場合において、内税でり
んご２個とみかんとを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図１８（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「１」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、
２行目には「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、更に３行目には「小計」と
現在の小計金額「￥１０８」が表示されている。
【００７２】
　図１８（ｂ）は、図１８（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、
２行目には「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、更に３行目には「小計」と
現在の小計金額「￥２１６」が表示されている。
【００７３】
　図１８（ｃ）は、図１８（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
２」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「みかん」と税込単価「￥５４」が表示され、２
行目には「内税（８．０％）」と税額「￥４」が表示され、更に３行目には「小計」と現
在の小計金額「￥２７０」が表示されている。
【００７４】
　図１８（ｄ）は、図１８（ｃ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥２７０」が表示されてい
る。このとき顧客は、店員に３００円を支払う。
【００７５】
　図１８（ｅ）は、図１８（ｄ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
３」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥２７０」が表示され、２
行目には「お預り」とお預り金額「￥３００」が表示され、更に３行目には「お釣」とお
釣り金額「￥３０」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図２１に示すレ
シート２ｅが発行される。
【００７６】
　図１９（ａ）～（ｅ）は、客用表示部３５が多数行表示が可能な場合において、内税で
りんご２個とみかんとを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図１９（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「１」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、
２行目には「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、３行目には括弧内に「税差
額」と「個別」と、この商品における税差額「－￥２」が表示されている。この税差額に
よって、この店舗の顧客は、この商品において幾らのメリットを得たかを容易に把握可能
である。
　更に４行目には「小計」と現在の小計金額「￥１０８」が表示され、５行目には括弧内
に「税差額」と「計」と、小計における税差額「－￥２」が表示されている。この税差額
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によって、この店舗の顧客は、この取引で幾らのメリットを得たかを容易に把握可能であ
る。
【００７７】
　図１９（ｂ）は、図１９（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、
２行目には「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、３行目には括弧内に「税差
額」と「個別」と、この商品における税差額「－￥２」が表示されている。更に４行目に
は「小計」と現在の小計金額「￥２１６」が表示され、５行目には括弧内に「税差額」と
「計」と、小計における税差額「－￥４」が表示されている。
【００７８】
　図１９（ｃ）は、図１９（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
２」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「みかん」と税込単価「￥５４」が表示され、２
行目には「内税（８．０％）」と税額「￥４」が表示され、３行目には括弧内に「税差額
」と「個別」と、この商品における税差額「－￥１」が表示されている。更に４行目には
「小計」と現在の小計金額「￥２７０」が表示され、５行目には括弧内に「税差額」と「
計」と、小計における税差額「－￥５」が表示されている。
【００７９】
　図１９（ｄ）は、図１９（ｃ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥２７０」が表示され、２
行目には括弧内に「軽減前」と軽減前における小計金額「￥２７５」が表示され、３行目
には括弧内に「差額」と、小計における差額「￥５」が表示されている。このとき顧客は
、店員に３００円を支払う。
【００８０】
　図１９（ｅ）は、図１９（ｄ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
３」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥２７０」が表示され、２
行目には「お預り」とお預り金額「￥３００」が表示され、更に３行目には「お釣」とお
釣金額「￥３０」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図２１に示すレシ
ート２ｅが発行される。
【００８１】
　図２０（ａ）～（ｅ）は、客用表示部３５が１行のみ表示可能な場合において、内税で
りんご２個とみかんとを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図２０（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「１」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５に、最初は商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、所定
時間の経過後に「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、所定時間の経過後に「
小計」と現在の小計金額「￥１０８」が表示され、更に所定時間の経過後に最初の表示に
戻る。なお、繰り返しの画面切り換え表示に変えて、横方向スクロールにて、上記の情報
を繰り返し表示してもよい。
【００８２】
　図２０（ｂ）は、図２０（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
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　客用表示部３５に、最初は商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、所定
時間の経過後に「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、所定時間の経過後に「
小計」と現在の小計金額「￥２１６」が表示され、更に所定時間の経過後に最初の表示に
戻る。
【００８３】
　図２０（ｃ）は、図２０（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
２」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５に、最初は商品名「みかん」と税込単価「￥５４」が表示され、所定時
間の経過後に「内税（８．０％）」と税額「￥４」が表示され、所定時間の経過後に「小
計」と現在の小計金額「￥２７０」が表示され、更に所定時間の経過後に最初の表示に戻
る。
【００８４】
　図２０（ｄ）は、図２０（ｃ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５には、「小計」と現在の小計金額「￥２７０」が表示されている。この
とき顧客は、店員に３００円を支払う。
【００８５】
　図２０（ｅ）は、図２０（ｄ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
３」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５には、「お釣」とお釣金額「￥３０」が表示されている。この操作で当
該取引が締められ、図２１に示すレシート２ｅが発行される。
【００８６】
　図２１は、内税でりんご２個とみかんとを商品登録した際のレシート２ｅを示す図であ
る。
　レシート２ｅは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄５１ａ，５１
ｂ、合計欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減前欄２７、差額欄２８が印字されて
構成されている。品目欄５１ａには、商品名「りんご」が２個で、その税込単価が１０８
円で、あわせて２１６円であることと、内税８．０％が適用されており、その税額は１６
円であることが印字されている。品目欄５１ｂには、商品名「みかん」の税込単価が５４
円であることと、内税８．０％が適用されており、その税額は４円であることが印字され
ている。
　軽減前欄２７には、全ての品目を標準税率とした軽減前の金額「￥２７５」が印字され
る。差額欄２８には、軽減前の金額と軽減後の金額との差額である「￥５」が印字される
。このレシート２ｅの差額欄２８によっても、この店舗の顧客は、軽減税制度により幾ら
のメリットを得たかを容易に把握可能である。
【００８７】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、軽減前欄２７および差額欄２
８が印字された差額記載領域が印字される。更に明細領域と差額記載領域との間には、領
域の区分を示す境界情報が印字される。これにより、軽減前欄２７および差額欄２８が付
加的な情報であることを示すことができると共に、ユーザは、容易に軽減前欄２７および
差額欄２８を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【００８８】
　図２２（ａ）～（ｅ）は、客用表示部３５が３行表示が可能な場合において、内税でり
んご２個と歯ブラシとを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図２２（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「１」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
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　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、
２行目には「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、更に３行目には「小計」と
現在の小計金額「￥１０８」が表示されている。
【００８９】
　図２２（ｂ）は、図２２（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、
２行目には「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、更に３行目には「小計」と
現在の小計金額「￥２１６」が表示されている。
【００９０】
　図２２（ｃ）は、図２２（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
３」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「歯ブラシ」と税込単価「￥１６５」が表示され
、２行目には「内税（１０．０％）」と税額「￥１５」が表示され、更に３行目には「小
計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示されている。
【００９１】
　図２２（ｄ）は、図２２（ｃ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示されてい
る。このとき顧客は、店員に４００円を支払う。
【００９２】
　図２２（ｅ）は、図２２（ｄ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
４」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示され、２
行目には「お預り」とお預り金額「￥４００」が表示され、更に３行目には「お釣」とお
釣金額「￥１９」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図２５に示すレシ
ート２ｆが発行される。
【００９３】
　図２３（ａ）～（ｅ）は、客用表示部３５が多数行表示が可能な場合において、内税で
りんご２個と歯ブラシとを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図２３（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「１」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、
２行目には「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、３行目には括弧内に「税差
額」と「個別」と、この商品における税差額「－￥２」が表示されている。この税差額に
よって、この店舗の顧客は、この商品において幾らのメリットを得たかを容易に把握可能
である。
　更に４行目には「小計」と現在の小計金額「￥１０８」が表示され、５行目には括弧内
に「税差額」と「計」と、小計における税差額「－￥２」が表示されている。この税差額
によって、この店舗の顧客は、この取引で幾らのメリットを得たかを容易に把握可能であ
る。
【００９４】
　図２３（ｂ）は、図２３（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、
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２行目には「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、３行目には括弧内に「税差
額」と「個別」と、この商品における税差額「－￥２」が表示されている。更に４行目に
は「小計」と現在の小計金額「￥２１６」が表示され、５行目には括弧内に「税差額」と
「計」と、小計における税差額「－￥４」が表示されている。
【００９５】
　図２３（ｃ）は、図２３（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
３」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「歯ブラシ」と税込単価「￥１６５」が表示され
、２行目には「内税（１０．０％）」と税額「￥１５」が表示され、３行目には括弧内に
「税差額」と「個別」と、この商品における税差額「￥０」が表示されている。更に４行
目には「小計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示され、５行目には括弧内に「税差額
」と「計」と、小計における税差額「－￥４」が表示されている。
【００９６】
　図２３（ｄ）は、図２３（ｃ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示され、２
行目には括弧内に「軽減前」と軽減前における小計金額「￥３８５」が表示され、３行目
には括弧内に「差額」と、小計における差額「￥４」が表示されている。このとき顧客は
、店員に４００円を支払う。
【００９７】
　図２３（ｅ）は、図２３（ｄ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
４」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示され、２
行目には「お預り」とお預り金額「￥４００」が表示され、更に３行目には「お釣」とお
釣金額「￥１９」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図２５に示すレシ
ート２ｆが発行される。
【００９８】
　図２４（ａ）～（ｅ）は、客用表示部３５が１行のみ表示可能な場合において、内税で
りんごと歯ブラシとを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図２４（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「１」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５に、最初は商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、所定
時間の経過後に「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、所定時間の経過後に「
小計」と現在の小計金額「￥１０８」が表示され、更に所定時間の経過後に最初の表示に
戻る。
【００９９】
　図２４（ｂ）は、図２４（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５に、最初は商品名「りんご」と税込単価「￥１０８」が表示され、所定
時間の経過後に「内税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、所定時間の経過後に「
小計」と現在の小計金額「￥２１６」が表示され、更に所定時間の経過後に最初の表示に
戻る。
【０１００】
　図２４（ｃ）は、図２４（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
３」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
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　客用表示部３５に、最初は商品名「歯ブラシ」と税込単価「￥１６５」が表示され、所
定時間の経過後に「内税（１０．０％）」と税額「￥１５」が表示され、所定時間の経過
後に「小計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示され、更に所定時間の経過後に最初の
表示に戻る。
【０１０１】
　図２４（ｄ）は、図２４（ｃ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５には、「小計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示されている。この
とき顧客は、店員に４００円を支払う。
【０１０２】
　図２４（ｅ）は、図２４（ｄ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
４」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５には、「お釣」とお釣金額「￥１９」が表示されている。この操作で当
該取引が締められ、図２５に示すレシート２ｆが発行される。
【０１０３】
　図２５は、内税でりんご２個と歯ブラシとを商品登録した際のレシート２ｆを示す図で
ある。
　レシート２ｆは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄５１ｃ，５１
ｄ、合計欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減前欄２７、差額欄２８が印字されて
構成されている。品目欄５１ｃには、商品名「りんご」が２個で、その税込単価が１０８
円で、あわせて２１６円であることと、内税８％が適用されており、その税額は１６円で
あることが印字されている。品目欄５１ｄには、商品名「歯ブラシ」の税込単価が１６５
円であることと、内税１０％が適用されており、その税額は１５円であることが印字され
ている。
　軽減前欄２７には、全ての品目を標準税率とした軽減前の金額「￥３８５」が印字され
る。差額欄２８には、軽減前の金額と軽減後の金額との差額である「￥４」が印字される
。このレシート２ｆの差額欄２８によっても、この店舗の顧客は、軽減税制度により幾ら
のメリットを得たかを容易に把握可能である。
【０１０４】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、軽減前欄２７および差額欄２
８が印字された差額記載領域が印字される。更に明細領域と差額記載領域との間には、領
域の区分を示す境界情報が印字される。これにより、軽減前欄２７および差額欄２８が付
加的な情報であることを示すことができると共に、ユーザは、容易に軽減前欄２７および
差額欄２８を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【０１０５】
　図２６（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が３行表示が可能な場合において、内税で歯
ブラシを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図２６（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「３」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「歯ブラシ」と税込単価「￥１６５」が表示され
、２行目には「内税（１０．０％）」と税額「￥１５」が表示され、更に３行目には「小
計」と現在の小計金額「￥１６５」が表示されている。
【０１０６】
　図２６（ｂ）は、図２６（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１６５」が表示されてい
る。このとき顧客は、店員に２００円を支払う。
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【０１０７】
　図２６（ｃ）は、図２６（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
２」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１６５」が表示され、２
行目には「お預り」とお預り金額「￥２００」が表示され、更に３行目には「お釣」とお
釣金額「￥３５」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図２９に示すレシ
ート２ｇが発行される。
【０１０８】
　図２７（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が多数行表示が可能な場合において、内税で
歯ブラシを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図２７（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「３」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「歯ブラシ」と税込単価「￥１６５」が表示され
、２行目には「内税（１０．０％）」と税額「￥１５」が表示され、３行目には括弧内に
「税差額」と「個別」と、この商品における税差額「￥０」が表示されている。この税差
額によって、この店舗の顧客は、購入した商品が軽減税制度の対象でないことを容易に把
握可能である。
　更に４行目には「小計」と現在の小計金額「￥１６５」が表示され、５行目には括弧内
に「税差額」と「計」と、小計における税差額「￥０」が表示されている。この税差額に
よって、この店舗の顧客は、この取引で幾らのメリットを得たかを容易に把握可能である
。
【０１０９】
　図２７（ｂ）は、図２７（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１６５」が表示され、２
行目には括弧内に「軽減前」と軽減前における小計金額「￥１６５」が表示され、３行目
には括弧内に「差額」と、小計における差額「￥０」が表示されている。このとき顧客は
、店員に２００円を支払う。
【０１１０】
　図２７（ｃ）は、図２７（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
２」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１６５」が表示され、２
行目には「お預り」とお預り金額「￥２００」が表示され、更に３行目には「お釣」とお
釣金額「￥３５」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図２９に示すレシ
ート２ｇが発行される。
【０１１１】
　図２８（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が１行のみ表示可能な場合において、内税で
歯ブラシを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図２８（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「３」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５に、最初は商品名「歯ブラシ」と税込単価「￥１６５」が表示され、所
定時間の経過後に「内税（１０．０％）」と税額「￥１５」が表示され、所定時間の経過
後に「小計」と現在の小計金額「￥１６５」が表示され、更に所定時間の経過後に最初の
表示に戻る。
【０１１２】
　図２８（ｂ）は、図２８（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
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ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５には、「小計」と現在の小計金額「￥１６５」が表示されている。この
とき顧客は、店員に２００円を支払う。
【０１１３】
　図２８（ｃ）は、図２８（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
２」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５には、「お釣」とお釣金額「￥３５」が表示されている。この操作で当
該取引が締められ、図２９に示すレシート２ｇが発行される。
【０１１４】
　図２９は、内税で歯ブラシを商品登録した際のレシート２ｇを示す図である。
　レシート２ｇは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄５１ｅ、合計
欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減前欄２７、差額欄２８が印字されて構成され
ている。品目欄５１ｅには、商品名「歯ブラシ」の税込単価が１６５円であることと、内
税１０％が適用されており、その税額は１５円であることが印字されている。
　軽減前欄２７には、全ての品目を標準税率とした軽減前の金額「￥１６５」が印字され
る。差額欄２８には、軽減前の金額と軽減後の金額との差額である「￥０」が印字される
。このレシート２ｇの差額欄２８によって、この店舗の顧客は、購入した商品が軽減税制
度の対象でないことを容易に把握可能である。
【０１１５】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、軽減前欄２７および差額欄２
８が印字された差額記載領域が印字される。更に明細領域と差額記載領域との間には、領
域の区分を示す境界情報が印字される。これにより、軽減前欄２７および差額欄２８が付
加的な情報であることを示すことができると共に、ユーザは、容易に軽減前欄２７および
差額欄２８を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【０１１６】
　図３０（ａ）～（ｅ）は、客用表示部３５が多数行表示が可能な場合において、外税で
りんご２個とみかんとを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図３０（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「１」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税抜単価「￥１００」が表示され、
２行目には「外税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、３行目には括弧内に「税差
額」と「個別」と、この商品における税差額「－￥２」が表示されている。この税差額に
よって、この店舗の顧客は、この商品において幾らのメリットを得たかを容易に把握可能
である。
　更に４行目には「小計」と現在の小計金額「￥１０８」が表示され、５行目には括弧内
に「税差額」と「計」と、小計における税差額「－￥２」が表示されている。この税差額
によって、この店舗の顧客は、この取引で幾らのメリットを得たかを容易に把握可能であ
る。
【０１１７】
　図３０（ｂ）は、図３０（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税抜単価「￥１００」が表示され、
２行目には「外税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、３行目には括弧内に「税差
額」と「個別」と、この商品における税差額「－￥２」が表示されている。この税差額に
よって、この店舗の顧客は、この商品において幾らのメリットを得たかを容易に把握可能
である。
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　更に４行目には「小計」と現在の小計金額「￥２１６」が表示され、５行目には括弧内
に「税差額」と「計」と、小計における税差額「－￥４」が表示されている。この税差額
によって、この店舗の顧客は、この取引で幾らのメリットを得たかを容易に把握可能であ
る。
【０１１８】
　図３０（ｃ）は、図３０（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
２」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「みかん」と税抜単価「￥５０」が表示され、２
行目には「外税（８．０％）」と税額「￥４」が表示され、３行目には括弧内に「税差額
」と「個別」と、この商品における税差額「－￥１」が表示されている。更に４行目には
「小計」と現在の小計金額「￥２７０」が表示され、５行目には括弧内に「税差額」と「
計」と、小計における税差額「－￥５」が表示されている。
【０１１９】
　図３０（ｄ）は、図３０（ｃ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥２７０」が表示され、２
行目には括弧内に「軽減前」と軽減前における小計金額「￥２７５」が表示され、３行目
には括弧内に「差額」と、小計における差額「￥５」が表示されている。このとき顧客は
、店員に３００円を支払う。
【０１２０】
　図３０（ｅ）は、図３０（ｄ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
３」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥２７０」が表示され、２
行目には「お預り」とお預り金額「￥３００」が表示され、更に３行目には「お釣」とお
釣金額「￥３０」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図３１に示すレシ
ート２ｈが発行される。
【０１２１】
　図３１は、外税でりんご２個とみかんとを商品登録した際のレシート２ｈを示す図であ
る。
　レシート２ｈは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄５２ａ，５２
ｂ、合計欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減前欄２７、差額欄２８が印字されて
構成されている。品目欄５２ａには、商品名「りんご」が２個で、その税抜単価が１００
円で、あわせて２００円であることと、外税８％が適用されており、その税額は１６円で
あることが印字されている。品目欄５２ｂには、商品名「みかん」の税抜単価が５０円で
あることと、外税８％が適用されており、その税額は４円であることが印字されている。
　軽減前欄２７には、全ての品目を標準税率とした軽減前の金額「￥２７５」が印字され
る。差額欄２８には、軽減前の金額と軽減後の金額との差額である「￥５」が印字される
。このレシート２ｈの差額欄２８によっても、この店舗の顧客は、軽減税制度により幾ら
のメリットを得たかを容易に把握可能である。
【０１２２】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、軽減前欄２７および差額欄２
８が印字された差額記載領域が印字される。更に明細領域と差額記載領域との間には、領
域の区分を示す境界情報が印字される。これにより、軽減前欄２７および差額欄２８が付
加的な情報であることを示すことができると共に、ユーザは、容易に軽減前欄２７および
差額欄２８を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【０１２３】
　図３２（ａ）～（ｅ）は、客用表示部３５が多数行表示が可能な場合において、外税で
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りんご２個と歯ブラシとを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図３２（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「１」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税抜単価「￥１００」が表示され、
２行目には「外税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、３行目には括弧内に「税差
額」と「個別」と、この商品における税差額「－￥２」が表示されている。この税差額に
よって、この店舗の顧客は、この商品において幾らのメリットを得たかを容易に把握可能
である。
　更に４行目には「小計」と現在の小計金額「￥１０８」が表示され、５行目には括弧内
に「税差額」と「計」と、小計における税差額「－￥２」が表示されている。この税差額
によって、この店舗の顧客は、この取引で幾らのメリットを得たかを容易に把握可能であ
る。
【０１２４】
　図３２（ｂ）は、図３２（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「りんご」と税抜単価「￥１００」が表示され、
２行目には「外税（８．０％）」と税額「￥８」が表示され、３行目には括弧内に「税差
額」と「個別」と、この商品における税差額「－￥２」が表示されている。更に４行目に
は「小計」と現在の小計金額「￥２１６」が表示され、５行目には括弧内に「税差額」と
「計」と、小計における税差額「－￥４」が表示されている。
【０１２５】
　図３２（ｃ）は、図３２（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
３」、「０」、「０」をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「歯ブラシ」と税抜単価「￥１５０」が表示され
、２行目には「外税（１０．０％）」と税額「￥１５」が表示され、３行目には括弧内に
「税差額」と「個別」と、この商品における税差額「￥０」が表示されている。更に４行
目には「小計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示され、５行目には括弧内に「税差額
」と「計」と、小計における税差額「－￥４」が表示されている。
【０１２６】
　図３２（ｄ）は、図３２（ｃ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示され、２
行目には括弧内に「軽減前」と軽減前における小計金額「￥３８５」が表示され、３行目
には括弧内に「差額」と、小計における差額「￥４」が表示されている。このとき顧客は
、店員に４００円を支払う。
【０１２７】
　図３２（ｅ）は、図３２（ｄ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
４」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥３８１」が表示され、２
行目には「お預り」とお預り金額「￥４００」が表示され、更に３行目には「お釣」とお
釣金額「￥１９」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図３３に示すレシ
ート２ｉが発行される。
【０１２８】
　図３３は、外税でりんご２個と歯ブラシとを商品登録した際のレシート２ｉを示す図で
ある。
　レシート２ｉは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄５２ｃ，５２
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ｄ、合計欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減前欄２７、差額欄２８が印字されて
構成されている。品目欄５２ｃには、商品名「りんご」が２個で、その税抜単価が１００
円で、あわせて２００円であることと、外税８％が適用されており、その税額は１６円で
あることが印字されている。品目欄５２ｄには、商品名「歯ブラシ」の税抜単価が１５０
円であることと、外税１０％が適用されており、その税額は１５円であることが印字され
ている。
　軽減前欄２７には、全ての品目を標準税率とした軽減前の金額「￥３８５」が印字され
る。差額欄２８には、軽減前の金額と軽減後の金額との差額である「￥４」が印字される
。このレシート２ｉの差額欄２８によっても、この店舗の顧客は、軽減税制度により幾ら
のメリットを得たかを容易に把握可能である。
【０１２９】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、軽減前欄２７および差額欄２
８が印字された差額記載領域が印字される。更に明細領域と差額記載領域との間には、領
域の区分を示す境界情報が印字される。これにより、軽減前欄２７および差額欄２８が付
加的な情報であることを示すことができると共に、ユーザは、容易に軽減前欄２７および
差額欄２８を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【０１３０】
　図３４（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が多数行表示が可能な場合において、外税で
歯ブラシを商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図３４（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「３」、「０」、「０」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「歯ブラシ」と税抜単価「￥１５０」が表示され
、２行目には「外税（１０．０％）」と税額「￥１５」が表示され、３行目には括弧内に
「税差額」と「個別」と、この商品における税差額「￥０」が表示されている。更に４行
目には「小計」と「￥１６５」が表示され、５行目には括弧内に「税差額」と「計」と、
小計における税差額「￥０」が表示されている。この税差額によって、この店舗の顧客は
、購入した商品が軽減税制度の対象でないことを容易に把握可能である。
【０１３１】
　図３４（ｂ）は、図３４（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１６５」が表示され、２
行目には括弧内に「軽減前」と軽減前における小計金額「￥１６５」が表示され、３行目
には括弧内に「差額」と、小計における差額「￥０」が表示されている。このとき顧客は
、店員に２００円を支払う。
【０１３２】
　図３４（ｃ）は、図３４（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
２」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用表示部３
５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１６５」が表示され、２
行目には「お預り」とお預り金額「￥２００」が表示され、更に３行目には「お釣」とお
釣金額「￥３５」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図３５に示すレシ
ート２ｊが発行される。
【０１３３】
　図３５は、外税で歯ブラシを商品登録した際のレシート２ｊを示す図である。
　レシート２ｊは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄５２ｅ、合計
欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減前欄２７、差額欄２８が印字されて構成され
ている。品目欄５２ｅには、商品名「歯ブラシ」の税抜単価が１５０円であることと、外
税１０％が適用されており、その税額は１５円であることが印字されている。
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　軽減前欄２７には、全ての品目を標準税率とした軽減前の金額「￥１６５」が印字され
る。差額欄２８には、軽減前の金額と軽減後の金額との差額である「￥０」が印字される
。このレシート２ｊの差額欄２８によって、この店舗の顧客は、購入した商品が軽減税制
度の対象でないことを容易に把握可能である。
【０１３４】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、軽減前欄２７および差額欄２
８が印字された差額記載領域が印字される。更に明細領域と差額記載領域との間には、領
域の区分を示す境界情報が印字される。これにより、軽減前欄２７および差額欄２８が付
加的な情報であることを示すことができると共に、ユーザは、容易に軽減前欄２７および
差額欄２８を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【０１３５】
　図３６（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が３行表示が可能な場合において、内税かつ
お持ち帰りの牛丼を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図３６（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「８」、「０」、「１」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「牛丼（お持ち帰り）」と税込単価「￥１，０８
０」が表示され、２行目には「内税（８．０％）」と税額「￥８０」が表示され、３行目
には「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示されている。
【０１３６】
　図３６（ｂ）は、図３６（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示され
ている。このとき顧客は、店員に１，５００円を支払う。
【０１３７】
　図３６（ｃ）は、図３６（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「５」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用
表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示され
、２行目には「お預り」とお預り金額「￥１，５００」が表示され、更に３行目には「お
釣」とお釣金額「￥４２０」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図３９
に示すレシート２ｋが発行される。
【０１３８】
　図３７（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が多数行表示が可能な場合において、内税か
つお持ち帰りの牛丼を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図３７（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「８」、「０」、「１」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「牛丼（お持ち帰り）」と税込単価「￥１，０８
０」が表示され、２行目には「内税（８．０％）」と税額「￥８０」が表示され、３行目
には括弧内に「軽減済」と「お持ち帰り」と「個別」と、この商品における軽減済額「￥
２０」が表示されている。この軽減済額によって、この店舗の顧客は、この商品の持ち帰
りによって幾らのメリットを得たか（減額情報）を容易に把握可能である。
　更に４行目には「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示され、５行目には括
弧内に「軽減済」と「お持ち帰り」と「計」と、小計における軽減済額「￥２０」が表示
されている。この軽減済額によって、この店舗の顧客は、持ち帰り商品によって幾らのメ
リットを得たか（減額情報）を容易に把握可能である。
【０１３９】
　図３７（ｂ）は、図３７（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
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ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示され
、２行目には括弧内に「軽減済」と「お持ち帰り」と、小計における軽減済額「￥２０」
が表示されている。このとき顧客は、店員に１，５００円を支払う。
【０１４０】
　図３７（ｃ）は、図３７（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「５」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用
表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示され
、２行目には「お預り」とお預り金額「￥１，５００」が表示され、更に３行目には「お
釣」とお釣金額「￥４２０」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図３９
に示すレシート２ｋが発行される。
【０１４１】
　図３８（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が１行のみ表示可能な場合において、内税か
つお持ち帰りの牛丼を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図３８（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「８」、「０」、「１」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５に、最初は商品名「牛丼（お持ち帰り）」と税込単価「￥１，０８０」
が表示され、所定時間の経過後に「内税（８．０％）」と税額「￥８０」が表示され、所
定時間の経過後に「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示され、更に所定時間
の経過後に最初の表示に戻る。
【０１４２】
　図３８（ｂ）は、図３８（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５には、「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示されている。
このとき顧客は、店員に１，５００円を支払う。
【０１４３】
　図３８（ｃ）は、図３８（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「５」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用
表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５には、「お釣」とお釣金額「￥４２０」が表示されている。この操作で
当該取引が締められ、図３９に示すレシート２ｋが発行される。
【０１４４】
　図３９は、内税かつお持ち帰りの牛丼を商品登録した際のレシート２ｋを示す図である
。
　レシート２ｋは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄５３ａ、合計
欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減済欄６１、参考欄６２が印字されて構成され
ている。品目欄５３ａには、商品名「牛丼（お持ち帰り）」の税込単価が１，０８０円で
あることと、内税８．０％が適用されており、その税額は８０円であることが印字されて
いる。
　軽減済欄６１には、この商品を店内飲食せずにお持ち帰りしたことにより軽減された金
額「￥２０」が印字される。この軽減済欄６１によって、この店舗の顧客は、この商品を
店内飲食せずにお持ち帰りしたことにより軽減された金額を容易に把握可能である。参考
欄６２には、この商品を店内飲食した際の税込価格である「￥１，１００」が印字される
。
【０１４５】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、軽減済欄６１および参考欄６
２が印字された軽減済記載領域が印字される。更に明細領域と軽減済記載領域との間には
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、領域の区分を示す境界情報が印字される。これにより、軽減済欄６１および参考欄６２
が付加的な情報であることを示すことができると共に、ユーザは、容易に軽減済欄６１お
よび参考欄６２を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【０１４６】
　図４０（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が３行表示が可能な場合において、内税かつ
店内飲食した牛丼を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図４０（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「８」、「０」、「２」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「牛丼（店内飲食）」と税込単価「￥１，１００
」が表示され、２行目には「内税（１０．０％）」と税額「￥１００」が表示され、３行
目には「小計」と現在の小計金額「￥１，１００」が表示されている。
【０１４７】
　図４０（ｂ）は、図４０（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，１００」が表示され
ている。このとき顧客は、店員に１，５００円を支払う。
【０１４８】
　図４０（ｃ）は、図４０（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「５」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用
表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，１００」が表示され
、２行目には「お預り」とお預り金額「￥１，５００」が表示され、更に３行目には「お
釣」とお釣金額「￥４００」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図４３
に示すレシート２ｌが発行される。
【０１４９】
　図４１（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が多数行表示が可能な場合において、内税か
つ店内飲食した牛丼を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図４１（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「８」、「０」、「２」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「牛丼（店内飲食）」と税込単価「￥１，１００
」が表示され、２行目には「内税（１０．０％）」と税額「￥１００」が表示され、３行
目には括弧内に「軽減未」と「店内飲食」と「個別」と、この商品における未軽減額「￥
２０」が表示されている。この未軽減額によって、この店舗の顧客は、この商品の店内飲
食によって軽減されなかった金額（増額情報）を容易に把握可能である。
　更に４行目には「小計」と現在の小計金額「￥１，１００」が表示され、５行目には括
弧内に「軽減未」と「店内飲食」と「計」と、小計における未軽減額「￥２０」が表示さ
れている。この未軽減額によって、この店舗の顧客は、店内で飲食した商品によって軽減
されなかった金額（増額情報）を容易に把握可能である。
【０１５０】
　図４１（ｂ）は、図４１（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，１００」が表示され
、２行目には括弧内に「軽減未」と「店内飲食」と、小計における未軽減額「￥２０」が
表示されている。このとき顧客は、店員に１，５００円を支払う。
【０１５１】
　図４１（ｃ）は、図４１（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「５」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用
表示部３５の表示を示している。
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　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，１００」が表示され
、２行目には「お預り」とお預り金額「￥１，５００」が表示され、更に３行目には「お
釣」とお釣金額「￥４００」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図４３
に示すレシート２ｌが発行される。
【０１５２】
　図４２（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が１行のみ表示可能な場合において、内税か
つ店内飲食した牛丼を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図４２（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「８」、「０」、「２」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５に、最初は商品名「牛丼（店内飲食）」と税込単価「￥１，１００」が
表示され、所定時間の経過後に「内税（１０．０％）」と税額「￥１００」が表示され、
所定時間の経過後に「小計」と現在の小計金額「￥１，１００」が表示され、更に所定時
間の経過後に最初の表示に戻る。
【０１５３】
　図４２（ｂ）は、図４２（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５には、「小計」と現在の小計金額「￥１，１００」が表示されている。
このとき顧客は、店員に１，５００円を支払う。
【０１５４】
　図４２（ｃ）は、図４２（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「５」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用
表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５には、「お釣」とお釣金額「￥４００」が表示されている。この操作で
当該取引が締められ、図４３に示すレシート２ｌが発行される。
【０１５５】
　図４３は、内税かつ店内飲食した牛丼を商品登録した際のレシートを示す図である。
　レシート２ｌは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄５３ｂ、合計
欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減未欄６３、参考欄６４が印字されて構成され
ている。品目欄５３ｂには、商品名「牛丼（店内飲食）」の税込単価が１，１００円であ
ることと、内税１０．０％が適用されており、税額は１００円であることが印字されてい
る。
　軽減未欄６３には、この商品を店内飲食せずにお持ち帰りにした場合の軽減額「￥２０
」が未適用である旨が印字される。この軽減未欄６３によって、この店舗の顧客は、この
商品をお持ち帰りにした場合の軽減金額を容易に把握可能である。参考欄６４には、この
商品をお持ち帰りした際の税込価格である「￥１，０８０」が印字される。
【０１５６】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、軽減未欄６３および参考欄６
４が印字された軽減済記載領域が印字される。更に明細領域と軽減済記載領域との間には
、領域の区分を示す境界情報が印字される。これにより、軽減未欄６３および参考欄６４
が付加的な情報であることを示すことができると共に、ユーザは、容易に軽減未欄６３お
よび参考欄６４を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【０１５７】
　図４４（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が多数行表示が可能な場合において、外税か
つお持ち帰りの牛丼を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図４４（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「８」、「０」、「１」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「牛丼（お持ち帰り）」と税抜単価「￥１，００
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０」が表示され、２行目には「外税（８．０％）」と税額「￥８０」が表示され、３行目
には括弧内に「軽減済」と「お持ち帰り」と「個別」と、この商品における軽減済額「￥
２０」が表示されている。この軽減済額によって、この店舗の顧客は、この商品の持ち帰
りによって幾らのメリットを得たか（減額情報）を容易に把握可能である。
　更に４行目には「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示され、５行目には括
弧内に「軽減済」と「お持ち帰り」と「計」と、小計における軽減済額「￥２０」が表示
されている。この軽減済額によって、この店舗の顧客は、持ち帰り商品によって幾らのメ
リットを得たか（減額情報）を容易に把握可能である。
【０１５８】
　図４４（ｂ）は、図４４（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示され
、２行目には括弧内に「軽減済」と「お持ち帰り」と「計」と、小計における軽減済額「
￥２０」が表示されている。このとき顧客は、店員に１，５００円を支払う。
【０１５９】
　図４４（ｃ）は、図４４（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「５」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用
表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，０８０」が表示され
、２行目には「お預り」とお預り金額「￥１，５００」が表示され、更に３行目には「お
釣」とお釣金額「￥４２０」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図４５
に示すレシート２ｍが発行される。
【０１６０】
　図４５は、外税かつお持ち帰りの牛丼を商品登録した際のレシート２ｍを示す図である
。
　レシート２ｍは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄５３ｃ、合計
欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減済欄６１、参考欄６２が印字されて構成され
ている。品目欄５３ｃには、商品名「牛丼（お持ち帰り）」の税抜単価が１，０００円で
あることと、外税８．０％が適用されており、税額は８０円であることが印字されている
。
　軽減済欄６１には、この商品を店内飲食せず、お持ち帰りにしたことによる軽減済の金
額「￥２０」が印字される。この軽減済欄６１によって、この店舗の顧客は、この商品を
店内飲食せず、お持ち帰りにしたことによる軽減済の金額を容易に把握可能である。参考
欄６２には、この商品を店内飲食した際の税込価格である「￥１，１００」が印字される
。
【０１６１】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、軽減済欄６１および参考欄６
２が印字された軽減済記載領域が印字される。更に明細領域と軽減済記載領域との間には
、領域の区分を示す境界情報が印字される。これにより、軽減済欄６１および参考欄６２
が付加的な情報であることを示すことができると共に、ユーザは、容易に軽減済欄６１お
よび参考欄６２を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【０１６２】
　図４６（ａ）～（ｃ）は、客用表示部３５が多数行表示が可能な場合において、外税か
つ店内飲食した牛丼を商品登録した際の操作と表示とを示す図である。
　図４６（ａ）は、タッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「８」、「０」、「２」
をタップした後、「ＰＬＵ」キーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している
。
　客用表示部３５の１行目には、商品名「牛丼（店内飲食）」と税抜単価「￥１，０００
」が表示され、２行目には「外税（１０．０％）」と税額「￥１００」が表示され、３行
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目には括弧内に「軽減未」と「店内飲食」と「個別」と、この商品における未軽減額「￥
２０」が表示されている。この未軽減額によって、この店舗の顧客は、この商品の店内飲
食によって軽減されなかった金額（増額情報）を容易に把握可能である。
　更に４行目には「小計」と「￥１，１００」が表示され、５行目には括弧内に「軽減未
」と「店内飲食」と「計」と「￥２０」が表示されている。この未軽減額によって、この
店舗の顧客は、店内で飲食した商品によって軽減されなかった金額（増額情報）を容易に
把握可能である。
【０１６３】
　図４６（ｂ）は、図４６（ａ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の「小計」キ
ーをタップしたときの客用表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，１００」が表示され
、２行目には括弧内に「軽減未」と「店内飲食」と「計」と、小計における未軽減額「￥
２０」が表示されている。このとき顧客は、店員に１，５００円を支払う。
【０１６４】
　図４６（ｃ）は、図４６（ｂ）においてタッチパネルディスプレイ３４上の数字キー「
１」、「５」、「０」、「０」をタップした後、「現／預」キーをタップしたときの客用
表示部３５の表示を示している。
　客用表示部３５の１行目には、「小計」と現在の小計金額「￥１，１００」が表示され
、２行目には「お預り」とお預り金額「￥１，５００」が表示され、更に３行目には「お
釣」とお釣金額「￥４００」が表示されている。この操作で当該取引が締められ、図４７
に示すレシート２ｎが発行される。
【０１６５】
　図４７は、外税かつ店内飲食した牛丼を商品登録した際のレシート２ｎを示す図である
。
　レシート２ｎは、ロールペーパ上にタイトル欄２１、日時欄２２、品目欄５３ｄ、合計
欄２４、お預り金欄２５、お釣欄２６、軽減未欄６３、参考欄６４が印字されて構成され
ている。品目欄５３ｄには、商品名「牛丼（店内飲食）」が税抜単価１，０００円である
ことと、外税１０．０％が適用されており、税額は１００円であることが印字されている
。
　軽減未欄６３には、この商品を店内飲食せずにお持ち帰りにした場合の軽減額「￥２０
」が未適用である旨が印字される。この軽減未欄６３によって、この店舗の顧客は、この
商品をお持ち帰りにした場合の軽減金額を容易に把握可能である。参考欄６４には、この
商品をお持ち帰りした際の税込価格である「￥１，０８０」が印字される。
【０１６６】
　売上金額が印字された合計欄２４、顧客の支払金額が印字されたお預り金欄２５、釣り
銭金額が印字されたお釣欄２６を含む明細領域よりも後に、軽減済欄６１および参考欄６
２が印字された軽減済記載領域が印字される。更に明細領域と軽減済記載領域との間には
、領域の区分を示す境界情報が印字される。これにより、軽減済欄６１および参考欄６２
が付加的な情報であることを示すことができると共に、ユーザは、容易に軽減済欄６１お
よび参考欄６２を切り取って明細領域のみを保存可能である。
【０１６７】
（変形例）
　本発明は、上記実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、変
更実施が可能であり、例えば、次の（ａ）～（ｆ）のようなものがある。
（ａ）　売上登録の対象は商品に限られず、サービスであってもよい。
（ｂ）　商品またはサービスの売上登録は、部門コードによる入力に限られない。電子キ
ャッシュレジスタは、例えばバーコードスキャナで商品のＰＬＵを入力してもよい。この
とき電子キャッシュレジスタは、ＰＬＵと税率との対応テーブルにより、各商品が標準税
率と軽減税率のいずれが適用されるものかを決定する。
（ｃ）　電子キャッシュレジスタが出力するレシートは、紙媒体に限定されず、電子レシ
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ートであってもよい。
（ｄ）　電子キャッシュレジスタは、小計の際に小計額と差額とを交互に表示するだけで
はなく、小計額と差額とを同時に表示してもよく、スクロールして順次表示してもよく、
限定されない。
（ｅ）　電子キャッシュレジスタの商品登録方法は、部門入力やＰＬＵ入力に限定されず
、例えば画面上に各商品の登録キーを表示する方法や、各商品のパーコードをスキャンす
る方法や、各商品を撮影してオブジェクト認識する方法であってもよい。
（ｆ）　本発明は、所定の法律で例外的な税率が適用される商品の税金額または税込価格
と、この商品またはこのサービスに所定の法律における原則的な税率が適用された場合の
税金額または税込価格との差額を導出して出力するように構成してもよい。
【０１６８】
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
＜請求項１＞
　商品またはサービスの売り上げ登録を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに対して所定の税率
に基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金額または税込価格を出力する
出力手段と、
を備え、
　前記出力手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが
第１の税率が適用される商品またはサービスであった場合には、該商品または該サービス
に前記第１の税率が適用された場合の税金額または税込価格と該商品または該サービスに
前記第１の税率とは異なる第２の税率が適用された場合の税金額または税込価格との差額
を導出するとともに、該導出した差額を出力することを特徴とする売上データ処理装置。
＜請求項２＞
　前記出力手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに
対するレシートを発行するレシート発行手段であり、
　前記レシート発行手段は、前記差額が記載されたレシートを発行することを特徴とする
請求項１に記載の売上データ処理装置。
＜請求項３＞
　前記レシート発行手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサ
ービスに対する売上金額、支払金額及び釣り銭金額よりも後に前記差額が記載されたレシ
ートを発行することを特徴とする請求項２に記載の売上データ処理装置。
＜請求項４＞
　前記レシート発行手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサ
ービスに対する売上金額、支払金額及び釣り銭金額が記載された明細領域と前記差額が記
載された差額記載領域との間に、領域の区分を示す境界情報が記載されたレシートを発行
することを特徴とする請求項２または３に記載の売上データ処理装置。
＜請求項５＞
　前記出力手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが
前記第２の税率が適用される商品またはサービスであった場合においても、前記差額を導
出するとともに、該導出した差額を出力することを特徴とする請求項１から４のうち何れ
か１項に記載の売上データ処理装置。
＜請求項６＞
　前記出力手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが
前記第１の税率が適用される商品またはサービスであった場合には前記差額を減額情報と
して出力し、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが前記第
２の税率が適用される商品またはサービスであった場合には前記差額を増額情報として出
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力することを特徴とする請求項５に記載の売上データ処理装置。
＜請求項７＞
　前記レシート発行手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサ
ービスが前記第２の税率が適用される商品またはサービスであった場合には、前記差額の
ない旨が記載されたレシートを発行することを特徴とする請求項２から４のうち何れか１
項に記載の売上データ処理装置。
＜請求項８＞
　商品またはサービスの売り上げ登録を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに対して所定の税率
に基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金額または税込価格を出力する
出力手段と、
を備え、
　前記出力手段は、前記受付手段により売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが
所定の法律で例外的な税率が適用される商品またはサービスであった場合には、該商品ま
たは該サービスに前記例外的な税率が適用された場合の税金額または税込価格と該商品ま
たは該サービスに前記所定の法律における原則的な税率が適用された場合の税金額または
税込価格との差額を導出するとともに、該導出した差額を出力することを特徴とする売上
データ処理装置。
＜請求項９＞
　商品またはサービスの売り上げ登録を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップで売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに対して所定の税率
に基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金額または税込価格を出力する
出力ステップと、
を有し、
　前記出力ステップは、前記受付ステップで売り上げ登録を受け付けた商品またはサービ
スが第１の税率が適用される商品またはサービスであった場合には、該商品または該サー
ビスに前記第１の税率が適用された場合の税金額または税込価格と該商品または該サービ
スに前記第１の税率とは異なる第２の税率が適用された場合の税金額または税込価格との
差額を導出するとともに、該導出した差額を出力することを特徴とする売上データ処理方
法。
＜請求項１０＞
　商品またはサービスの売り上げ登録を受け付ける受付手順、
　前記受付手順にて売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスに対して所定の税率に
基づいた税金額または税込価格を導出し、該導出した税金額または税込価格を出力する出
力手順、
　をコンピュータに実行させるための売上データ処理プログラムであって、
　前記出力手順は、前記受付手順にて売り上げ登録を受け付けた商品またはサービスが第
１の税率が適用される商品またはサービスであった場合には、該商品または該サービスに
前記第１の税率が適用された場合の税金額または税込価格と該商品または該サービスに前
記第１の税率とは異なる第２の税率が適用された場合の税金額または税込価格との差額を
導出するとともに、該導出した差額を出力する、
　ことを特徴とする売上データ処理プログラム。
【符号の説明】
【０１６９】
１　電子キャッシュレジスタ
１１　ＣＰＵ
１４　表示部
１５　客用表示部
１６　印刷部
１８　入力部
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１９１　部門テーブル
２ａ～２ｄ　レシート
２７　軽減前欄
２８　差額欄
２９　軽減後欄
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